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金シャチ横丁第二期整備 博物館ゾーン整備基本構想について 資料1－1

○名古屋市では、名古屋城及びその周辺の魅力の向上と賑わいを創出するとともに、
国内外からの来訪者へのおもてなしと名古屋の魅力を発信することを目的に、金
シャチ横丁構想を推進しています。

○同基本構想では可能なところから段階的に順次整備を進めることとしており、平
成30年3月には第一期開業として、正門側に義直ゾーン、東門側に宗春ゾーンと
して名古屋の食文化を楽しめる飲食施設等を開業したところです。

○引き続き、第二期整備として、前期に来場者が弁当等の食事をとりながらくつろ
げる芝居小屋風多目的施設の整備を、後期に名古屋城や尾張名古屋の武家文化等
について理解を深める博物館を中心とした、学びと観光の総合ゾーンの整備を検
討しているところです。

○今回、今後更なる整備が進む特別史跡名古屋城跡や城を中心に育まれてきた尾張
名古屋の武家文化等の価値と魅力をわかりやすく楽しみながら伝える博物館を中
心としながら、名古屋観光をより充実したものとするための観光強化機能をあわ
せた「尾張名古屋文化の旅の基点」となるようエリア一体の整備方針等を基本構
想として策定するものです。

（１）基本構想策定の背景と目的

○基本構想は、国が進める観光施策や博物館の在り方に
関する検討等にも留意しながら、本市の総合計画及び
「金シャチ横丁基本構想」等に基づき策定するもの
です。

○策定にあたっては、「特別史跡名古屋城跡保存活用計
画」も踏まえ、名古屋城跡に隣接する立地条件等も考
慮の上、エリア一体の魅力向上、賑わい創出を意識し
た計画としていきます。

（２）基本構想の位置づけ

１ 基本構想策定の背景等

計画名称 策定年月 計画期間等

名古屋市総合計画2023 令和元年度 令和元年度～令和5年度

名古屋市観光戦略 平成31年3月 令和元年度～令和5年度

特別史跡名古屋城跡保存活用計画 平成30年5月 平成30年度～令和29年度程度

金シャチ横丁基本構想 平成25年3月 開業可能なところから段階的に整備

【上位関連計画等】

名古屋市総合計画2023

金シャチ横丁基本構想

金シャチ横丁第2期整備
博物館ゾーン（仮称）
整備基本構想

○名古屋城は慶長15年（1610年）に尾張徳川家の居城として築城されました。諸
大名20名を動員した公儀普請によって築かれ、日本最大級の延床面積を誇る天守
や近世城郭御殿の最高傑作とされる本丸御殿などがある日本を代表する城郭です。

○名古屋城では、平成30年5月に策定した「特別史跡名古屋城跡保存活用計画」に
基づき、世界に誇れる日本一の近世城郭を目指し、特別史跡名古屋城跡の保存と
活用に向けた整備を進めているところです。

○戦災により焼失した天守は昭和34年10月に再建され、博物館相当施設として名
古屋城の歴史などを紹介し、多くのお客様に親しまれてきました。同じく戦火に
より焼失した本丸御殿の復元を進め、平成30年6月に完成公開を迎えた他、重要
文化財旧本丸御殿障壁画を収蔵展示する、米蔵を再現した御蔵城宝館が昨年11月
に開館したところです。

○現在、再建から半世紀以上が立ち設備の老朽化や耐震性の確保などの課題がある
天守の木造復元をはじめ、名勝二之丸庭園の保存整備や、本丸搦手馬出周辺石
垣の修復、表二の門の保存修理など尾張名古屋のシンボルである名古屋城跡の歴
史的・文化的な価値を伝えるとともに、その魅力を一層高め、後世に継承すべく、
文化財の保存活用を順次進めています。

○周辺においても、令和8年開催予定のアジア大会を見据えた愛知県体育館の移転
や名城公園北園の再整備、ホテルの建て替え、大学の開校など、更なる発展が
見込まれ、名古屋城へも一層多くの来場者の増加が期待できるところです。

（３）名古屋城周辺を取り巻く環境

西の丸御蔵城宝館

名勝二之丸庭園

芝居小屋風多目的施設

名古屋城博物館（仮称）

金シャチ横丁 義直ゾーン

第1期

第2期

第2期



金シャチ横丁第二期整備 博物館ゾーン整備基本構想について 資料1－2

【スケジュール】 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 ～ 3月

（1）基本構想
の策定

（2）有識者会議
の開催

○開府以降400年間培ってきた名古屋の文化と、それを支えてきた人のつながりや
時代のつながりをじっくり「見て」、「知って」、「体感・体験」できる空間づ
くりと、名古屋の町の成り立ちや周辺とのつながりを学び、それをきっかけに周
辺にも足を延ばしてもらえる“尾張名古屋文化の旅の基点”を創出していくことを
目指しています。

○そのための具体的な事業展開として、名古屋城に近接した位置において、芝居小
屋風の多目的空間や、展示空間、食・生活文化を堪能できる横丁「尾張名古屋文
化の旅の基点」を創造する他、「東のゲートウェイの創出」、「能楽堂周辺の空
間活用」、「回遊性のある利用者動線」、「本町通りのにぎわいづくり」、「周
遊機能の充実」、「四季の小径づくり」など、多岐にわたる事業展開イメージを
掲げ、開業可能なところから、段階的に整備することとしています。

（１）金シャチ横丁基本構想の概要

○庁内プロジェクトチームや有識者会議等による検討を進め、平成25年3月に「世
界の金シャチ横丁（仮称）基本構想」を策定しました。

○平成25年度には、名称募集を行い、「金シャチ横丁」が正式名称に決定しました。
並行して平成25～26年度と社会実験を行ったのちに、平成27年度に事業者公募
を行い、平成30年3月に第一期開業しました。

○第一期事業では、『伝統・正統』をキーワードとし、なごやめしを中心に提供す
る老舗の飲食施等が集まる正門側の「義直ゾーン」と、『新風・変化』をキーワ
ードとし、地元から全国や世界へ躍進中の若手経営者が創作する新しい食文化を
提供する東門側の「宗春ゾーン」を整備し、賑わいを創出しているところです。

○現在、第二期整備に向けた調査検討を進めているところです。

（２）事業経緯

２ 金シャチ横丁第2期整備 事業概要

年度 内容

平成24年度 ・世界の金シャチ横丁（仮称）基本構想策定

平成25年度 ・まるはち博覧祭（二の丸東駐車場）開催【社会実験】

・正式名称の公募、決定

平成26年度 ・楽しみん祭（正門前）開催【社会実験】

・事業説明会開催

平成27年度 ・事業提案募集

平成28年度 ・事業者の選定

平成29年度 ・第一期開業

平成30年度～ ・第二期整備 調査検討

【事業経緯】

○名古屋城来場者の休憩所と飲食場所を充実させ、芝居等を楽しめる舞台も併設
したおもてなし機能の強化を図る芝居小屋風多目的施設と名古屋城の収蔵品な
どを展示・活用し、名古屋城や尾張名古屋の武家文化等について展示を行う博
物館を中心としたエリア一体の整備を行うものです。

（３）第二期整備の概要

●芝居小屋風多目的施設【参考】

●展示施設（博物館構想）

来訪者がくつろぎ、憩いとなる名古屋城観光を支える“おもてなし”

空間を整備

◆芝居小屋風の外観

◆休憩所と飲食場所を充実させ、名古屋城観光のおもてなし

機能の強化を図る

◆伝統芸能や時代に応じた興行により、にぎわいを創出し、

名古屋の文化芸術に親しむ機会づくりを推進する

名古屋城や尾張名古屋の武家文化への理解を深める博物館を中心と
した学びと観光の総合拠点を整備

◆世界に誇れる日本一の近世城郭「名古屋城」の

ガイダンス機能

◆名古屋城の収蔵品などを展示・活用

◆名古屋城に関する資料の収集・保管

◆受入環境・観光案内・周遊促進などの「旅の基点」

となる観光促進機能の強化

◆調査研究機能を併設した名古屋城の総合拠点

（施設の外観イメージ）

（４）整備構想策定までのスケジュール（予定）

★
第1回

★
第2回

★
第4回

素
案

方
向
性
・骨
子

策
定

★
第3回

※上記の会議以外にも必要に応じ現場視察や検討ワーキングを適宜開催

方向性の検討

骨子の作成

素案の作成 各種調整
案の作成 等

（整備イメージ）







物語が息づく本物の尾張名古屋を体験できる空間

名古屋の文化(歴史･生活･産業技術)を
感じることのできる空間づく り

■歴史
・ 本物志向による厚み
・ 周辺の歴史資産の保全・ 活用

■生活
・ 江戸時代の暮らしが感じられる場所
・ 名古屋の食文化を体験できる場所

■産業技術
・ 匠の技に出会える場所
・ 新しい技術による情報発信

■時代のつながり
・ 歴史あるものと新しいものとの融合
・ 世代間の文化の継承

■人のつながり
・ 観光客、留学生と市民の交流
・ 市民と市民の出会いの場

■観光資源のつながり
・ 市内各施設との回遊性を創出
・ 名古屋圏の情報発信､観光ルートの基点

×“ ”文化 を結集 “ ”つながり を形成

時代のつながり、人のつながり、
観光資源のつながりを形成

この構想を推進するにあたっての考え方については、以下の通りです。

事業の推進にあたっては、市民や企業との連携・ 協働しながら進めていきます。

計画づく りへの
市民参加

事業への市民・
企業の参加

世界の金シャチ横丁（ 仮称） のネーミングを広く市民などから公募するとともに、その経緯を
広く情報発信し、市民の愛着の醸成を進めていきます。

■ ネーミングの公募

常設の店舗以外に観光・ 行楽シーズンや各種イベント開催時にあわせて、事業者や市民グルー
プなどが期間限定で出店できるような仕組みづくりを行います。

■季節やイベントにあわせた多様な出店形態の工夫

施設や空間整備にあたっては、特定の目的に特化した恒久的な施設整備を必要最小限に留め、
時代のニーズに応じた多様な利用ができる構造とします。

■多目的空間の創出

市民活動グループや個々 の市民による歴史文化の保存・ 継承を図る様々 な活動の発表・ 展示の
場を提供するとともに、適宜専門家によるコーディネートを図るなど、その成果をより効果的
に演出するための支援を行います。
また大学等と連携を図り、インターンシッププログラム活動の場に向けても検討していきます｡

■歴史文化に根ざした活動の場の提供

名古屋との関わりのある地域の伝統芸能や特産品などに関する情報の発信、定期的な地域物産
展の開催など、地域と地域、人と人との交流の場となるような取り組みを進めていきます。
また、外国人観光客のニーズに対応できるコンシェルジュ機能の充実も目指していきます。

■観光や人の繋がりを支える交流の場の提供

計画づくりにあたっては、パブリックコメントや市民参加型のシンポジウムなどを通して市民
の声を傾聴し、適切に事業展開に反映させていきます。こうした取り組みを通じ、市民の事業
への理解と関心を深め、より一層の魅力向上に努めます。

■計画づく りからの参加

構想の考え方

連携・ 協働による事業推進



七

世界の金シャチ横丁（ 仮称） では、開府以降400年間に培ってきた名古屋の文化（ 歴史、生活、産業技術） と、それを支え

てきた人のつながりや時代のつながりをじっく り「 見て」 、 「 知って」 、「 体感・ 体験」 できる空間づく りを目指します。

名古屋の文化として脈々 と受け継がれてきた芸能や

催しを鑑賞したり、食事をとりながら憩い、くつろ

げる多目的空間づく りを進めます。

名古屋の本物の歴史を肌で感じてもらうことのでき

る展示空間づく りを進めます。また、尾張藩主とし

て名古屋城に居を構えた徳川義直や宗春など藩主た

ちの生活ぶりを学ぶ空間づく りも展開します。

江戸時代から続く名古屋ならではの「 食」

を味わい、ものづく り産業の発祥ともなっ

た伝統工芸にふれることのできる名古屋情

緒溢れる空間づく りのほか、尾張名古屋圏

の情報発信や交流も図られる展開も目指し

ます。

また区域内の史跡を生かし、歴史的深みの

ある空間づく りを進めます｡

壱 尾張名古屋文化の旅の基点

■ 名古屋の食文化･生活文化を
　　　　　　　　堪能できる横丁

西のゲートとして、既設の加藤清正像、篠島から移設し

た矢穴石など名古屋城ゆかりの歴史要素を配し、天守閣

と能楽堂を背景にした歴史を感じつつ、市民や観光客が

憩う空間づく りを進めます。

そこでは四季に応じた軽飲食も楽しむことができます。

■ 能楽堂の南広場

参 能楽堂周辺の空間活用

■ ■芝居小屋での多目的空間を演出 本物の歴史に出会う空間

空間づく りのイメージ



正門 本町通

本丸御殿

天守閣

能楽堂

地下鉄出入口

壱

弐

参

四

五

六

六

東のゲートと なる地下鉄出口周辺では、木戸の設置やお

祭り広場での盛り上げイベントなどにより 、入城への期

待感を盛り上げる空間づく り を進めます。

名古屋城西側の道路では、市民や観光客にお城を眺めな

がら快適に歩いて楽しんでいただく ため、歩道の緑化や

改良を進めます。

木戸をく ぐ り 名古屋城入城までの通り では、現在の駐

車場である空間を活用し、 屋台や土産物屋が建ち並

び、 にぎわいのある下町の風情が感じられる横丁づく

り を進めます。

藤棚を眺め、四季の移り変わり を楽しみながら散

策ができる小径づく り や、名城公園と連携したラ

ンナーサポート施設を設けジョ ギングも楽しめる

環境づく り を進めます。

また、堀に舟を浮かべるなど、日常的には行き着

けない水面から名古屋城や桜を愛でること ができ

る観光舟運の導入も検討します。

名古屋城の正門から東門までの間において、

「 駕籠」 や「 人力車」 など昔ながらの風情の

ある乗り 物を提供し、歴史的風情を壊すこと

なく 、気軽に回遊でき散策を楽しめるよう 工

夫します。 また、電動カートなどの補助移動

手段の検討も進めます。

本町通においては、その時代に名古屋三大祭と

呼ばれた東照宮祭などや現在行われている名古

屋まつり 、春姫道中などと連携を図りながら、

山車祭りの復活などによる本町通り のにぎわい

の再現に向けての雰囲気づく り を行います。

名古屋駅や栄から名古屋城をはじめと する市内

の観光スポッ トの周遊に有効な交通手段「 メー

グル」 について、名古屋駅などの拠点駅や繁華

街などで広報し、来城者への周知を図り ます。

また名古屋城を基点と した周遊観光を推進する

ために、手軽に利用できる交通手段や、堀川を

利用した名古屋城への水上アクセスなど、新た

な交通手段の整備についても検討するほか、四

間道や円頓寺などを回遊し名古屋駅に至る散策

道の充実に向けても取り組んでいきます。

六 周遊機能の充実

［なごや観光ルートバス「メーグル 」］ ［水上アクセス］

七 四季の小径づく り

■ 名古屋城東側・ 北側歩道

■ 名古屋城西側道路

■ 地下鉄市役所駅の出入口

■ 東駐車場での横丁展開

五 本町通のにぎわいづく り

［春姫道中］

弐 東のゲートウェイの演出

四 回遊性のある利用者動線

［駕籠（イメージ）］



この構想は、民間事業者の活力を生かしつつ、官民の適切な役割分担のもと、スピード感を持って事業を進

めていきます。

■ 官民の適切な役割分担

民間を事業主体にした展
開

○経験や知見、発想、活力などを
積極的に活用

○整備・ 維持管理運営の効率化に
よるコスト縮減

行政による徹底したサポ
ート

○民間活動を促進するための規制
緩和やコーディネート

○迅速な意思決定を可能にする権
限の集約化

スピード感のある段階的
な整備

○長期的な視点に立ちつつ実現可
能なところから整備に着手

○時代の変化に対し柔軟かつスピ
ーディな対応

常に変化し続けるシステ
ムを構築

○店舗や展示内容等について固定
化するのではなく 、柔軟に変化

させるシステムの構築を検討

■ 的確なニーズ把握と
　 スピード感のある整備

社会実験の実施

○ データの収集と計画への反映
○本格実施に向けた機運醸成

■ 推進していく 過程に
　おいての留意点

大規模イベントや博覧会
と の連携による効果的な
情報発信

基本構想
の策定

社会実験の実施

事業構造の検討、事業者の選定、設計･工事

埋蔵文化財発掘調査

基盤整備

次なる展開の検討

本丸御殿第２期
公開名古屋城

関連

世界の金
シャチ横
丁仮称( )
関連

本丸御殿第１期
公開(平成25年)

平成 年度以降29平成 年度28平成２５～27年度平成２年度4

ニ之丸庭園等の整備

世界の金シャチ
横丁仮称( )開業
目標( )

※可能なところ
　から順次

○大規模イベントや博覧会の誘致
を進めつつ､これらの開催と連携

した全国への効果的な情報発信

事業の進め方

当面のスケジュール

構想の実現に向けては、以下に示すステップを踏みながら詳細な検討を進めていきます。

当面は、城内や駐車場等を活用して社会実験を実施し、世界の金シャチ横丁（ 仮称） の実現に向けたニーズ

把握と機運醸成を図ります。

“ ”尾張名古屋文化の旅の基点 など主要事業の展開にあたっては、官民の負担内容を明確にした上で、ＰＦ

Ｉ 方式等の導入を検討するなど、民間事業者の活力を最大限に生かすとともに事業費の縮減にも努めます。

今後事業構造なども含めて詳細な検討を進めてまいります。

なお、事業の経済効果についても十分に検討してまいります。



［ 享元絵巻］ 名古屋城総合事務所蔵

発　行　名古屋城総合事務所

　　　 　〒 　460-0031 名古屋市中区本丸番 号1 1
　 　 　 　電話番号　 (052)231-1700

市民経済局文化観光部観光推進室

　 〒 　      460-8508 名古屋市中区三の丸三丁目 番 号1 1
　 　 電話番号 (052)972-2425

　 　平成 年 月    25 4

この冊子は、古紙パルプを含む再生紙を使用しています。



名古屋市



名古屋城は慶長15年（1610）に尾張徳川家の居城として築城された近世城郭である。明治維新後は陸軍に利

用され建造物が撤去されるなどの改変を受けたが、本丸を中心によく遺構が残されていることから昭和7年（1932

年）に史跡指定を受けた。太平洋戦争における空襲により多くの建造物が焼失するも、代表的な近世城郭として

昭和27年（1952）には特別史跡指定を受けている。昭和34年（1959）には天守を再建し、現在は本丸御殿復元

などの整備を進めているところであるが、特別史跡名古屋城跡を後世へ確実に継承するとともにより一層の魅力の

向上を図るため、今後も保存・活用を適切かつ確実に進めていく必要がある。

そこで、特別史跡名古屋城跡の本質的価値と構成要素を整理し明示するとともに、史跡を良好な状態で維持し

後世に確実に継承するための「保存」、史跡の価値を正確に伝え魅力の向上を図る「活用」、保存または活用を

目的とした「整備」、それらを推進するための「運営・体制」の観点から現状と課題を整理し、それぞれの今後の方

針を示すことを目的として本計画を策定する。

■計画策定の目的

■特別史跡指定地の範囲
特別史跡名古屋城跡の指定範囲は、昭和7年

（1932）に史跡指定された部分と、昭和10年（1935）

に追加指定された部分の合計27筆、118,040.79坪

（390,217.48㎡）で構成されている。

指定範囲は昭和7 年（1932）の史跡指定当時に地

番で定めたが、指定後に行われた所有者変更、分合

筆、町名変更などにより、指定範囲の境界が不明瞭な

部分が一部ある。

また、未指定となっていた三之丸北東の土塁と、二之

丸内（いずれも財務省所管用地）については、昭和52

年（1977）に文化財保護審議会（平成13年には他の

審議会と整理・統合され文化審議会となる。）から特別

史跡に追加指定すべき箇所として答申されたが、特別

史跡の保存・活用とは直接関係のない施設である愛知

県体育館があることから、告示されずに現在に至ってい

る。 特別史跡指定範囲

特別史跡指定範囲 特別史跡未告示区域 名勝指定範囲

活用

運営・体制

史跡の価値を正確に
伝え魅力の向上を図
るための活用

保存または活用を目
的とした整備

史跡を良好な状態
で維持し後世に確
実に継承するための
保存

保存、活用、整備を
推進するための運営・
体制

保存

整備

保存活用計画
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■名古屋城の歴史
○ 近世（藩政期：慶長5年（1600）～明治5年（1872））
関ヶ原の戦いに勝利した徳川家康は九男である義直を尾張藩主とするにあたり、それまで尾張の中心であった清須城

に代わる名古屋城築城を決定し、慶長15年（1610）諸大名20名を動員した公儀（こうぎ）普請により築城が開始され

た。

城の地割である縄張は方形で直線状とシンプルながらも馬出や土橋、枡形門を駆使して防衛を強固なものとした。石

垣普請では各大名に担当箇所が割り当てられ、なかでも天守台石垣は石垣づくりの名手とされる加藤清正が担当した。

作事では家康側近の中井正清が設計等を担当し、慶長17年（1612）に五層五階地下一階で層塔型の日本最大級で

ある大・小天守が完成、 元和元年（1615）には後世に近世城郭御殿の最高傑作とされる本丸御殿が完成した。二之

丸には元和3年（1617）に藩主の住居と政庁を兼ね備えた広大な二之丸御殿が築かれ、その北側には寛永5年

（1631）頃に二之丸庭園が築かれた。名古屋城は縄張・普請・作事において、当時の高度な最新技術を結集して築か

れた城郭であった。

また、城下町形成にあたっては清須城下からの都市ぐるみの移転である「清須越（きよすごし）」が行われ、現代までつ

づく名古屋の都市形成の起点となった。

○ 近代（陸軍期：明治5年（1872）～明治26年（1893））
明治維新により明治5年（1872）から名古屋城は陸軍の所管となった。本丸では東京鎮台第三分営（のちの第三師

団）の軍施設が整備されるまでの間、天守を仮兵舎、本丸御殿を本部として利用し、城内では二之丸御殿をはじめとす

る多くの建造物が撤去され、兵舎等の軍関連施設が整備された。

こうした中、明治12年（1879）陸軍省、内務省、大蔵省は、名古屋城を姫路城とともに「全国中屈指の城」として永久

保存する方針とし、城内の建造物等は保存修理が施されることとなった。明治24年（1891）濃尾地震が発生し、本丸

多聞櫓、西之丸の榎多門（えのきだもん）の大破、石垣の崩壊など甚大な被害を受けた。本丸多聞櫓などは撤去され

たが、地震による被害を受けた石垣の修復等が行われた。

○ 近代（離宮期：明治26年（1893）～昭和5年（1930））
名古屋城の保存を訴える声が多く挙がったことから、名古屋城を永久に保存するために明治26年（1893）本丸・西之

丸東部が陸軍省から宮内省に移管されて名古屋離宮となった。これにより本丸御殿は皇族の行幸啓の際の宿泊所とし

て度 利々用された。明治42年（1909）には西之丸全域と御深井丸(おふけまる)も宮内省に移管となったが、二之丸は

引き続き陸軍省の所管であった。

○ 近代（市営期：昭和5年（1930）～昭和20年（1945））
昭和5年（1930）名古屋離宮が廃止され、離宮地であった本丸・西之丸・御深井丸は名古屋市へ下賜された。また、

国宝保存法施行（昭和4年（1929））により、天守や本丸御殿等の城内建造物24棟が城郭として初めて旧国宝に指定

された。昭和6年（1931）には一般公開を開始し、昭和7年（1932）史跡指定を受けて「史蹟名古屋城」となった。同年、

名古屋城のカヤが天然記念物に指定され、昭和17年（1942）には本丸御殿障壁画も旧国宝指定を受けた。

このように名古屋城は文化財としての価値を認められるも、昭和20年（1945）5月、太平洋戦争における空襲により天

守や本丸御殿などの主要な建造物が焼失した。

○ 現代（市営期：昭和20年（1945）～）
戦後の昭和25年（1950）文化財保護法施行により、戦災を免れた西南隅櫓、東南隅櫓、西北隅櫓、本丸表二之門

が重要文化財に指定された。旧本丸御殿障壁画は昭和25年と昭和30年（1955）、昭和31年（1956）に重要文化財

指定を受けた。また、昭和50年（1975）には二之丸大手二之門と旧二之丸東二之門が重要文化財指定を受けている。

史跡指定地は昭和27年（1952）に特別史跡に指定され「特別史跡名古屋城跡」となった。翌年の昭和28年（1953）

には二之丸庭園北御庭の一部と前庭が名勝に指定され「名勝名古屋城二之丸庭園」となった。昭和52年（1977）には

二之丸内と三之丸北東の土塁が文化財保護審議会から特別史跡に追加すべき箇所として答申されたが、未告示のま

ま現在に至っている。また、平成30年（2018）には二之丸庭園全体の区域が名勝に追加指定された。

昭和34年（1959）市民の強い希望により市制70周年記念事業として、大天守・小天守と正門（榎多門）を鉄骨鉄筋コ

ンクリート造で再建した。また、平成21年（2009）1月には本丸御殿の復元整備に着手し、江戸時代の記録や焼失前の

正確な実測図、古写真をもとに、遺構を保護しながら史実に忠実な復元を行っている。

2



■名古屋城の縄張
名古屋城は平地に築かれた平城であり、城の北側と西側には低地が広がり、城の立つ台地との比高は10mを

超える。四方を空堀で囲まれた本丸の南東に二之丸、南西に西之丸、北西と北側に御深井丸を配した梯郭式

であり、各曲輪とも方形で直線状と単純である。西之丸西側と御深井丸・二之丸の北側の二方向は水掘、二之

丸東側から西之丸南側までは概ね空掘と土塁で囲まれている。また、西之丸南から二之丸東にかけては三之

丸が配置され、堀と土塁で囲まれていた。

本丸の南と東には馬出が設けられ、これらと本丸を囲む二之丸・西之丸・御深井丸は堀で仕切られ独立してお

り、各間は全て本丸内堀に接して築かれた幅の狭い土橋で連結されていた。これにより土橋を渡ろうとする敵を

本丸内から攻撃することができ、いずれかの曲輪が落ちたとしても各曲輪は独立しているため、他の曲輪へ侵攻

しにくくなる。さらに重要な虎口は二重の門で構成された枡形が設けられていた。

このように名古屋城の縄張は、曲輪が方形で直線状と単純なものであるが、馬出や土橋、枡形を駆使した巧妙

な曲輪配置によって強固な防衛がなされた縄張となっている。

3
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■特別史跡名古屋城跡の本質的価値

○御三家筆頭の尾張徳川家の居城であった城跡
名古屋城は、大坂に豊臣方が残っているという社会情勢の

中で、後に御三家の筆頭格となる尾張徳川家の居城として、

徳川家康の命により公儀普請で慶長15年(1610)から築城さ

れた城郭である。名古屋城の築かれた地には中世に那古野

城が位置したが、那古野城の縄張を踏襲するのではなく、名

古屋城は近世城郭完成期の築城技術を用いて新たに築か

れた家康の意志が強く反映された城郭であった。

○現存する遺構や詳細な史資料により、築城期から
の変遷をたどることができる城跡

名古屋城には各時代の史資料が豊富に残されている。現

存遺構からは縄張等を知ることができるとともに、往時の景観

についてもうかがうことができる。また、近世から現代まで各管

理者により保存・記録がなされ、各時代の豊富な史資料から

は往時の姿や改修・改変についても詳細に知ることができる

城跡である。

○現在の名古屋へと続く都市形成のきっかけとなった
城跡

名古屋城とその城下町は、家康の意向を反映し、近世初期

に新たな都市計画のもとに築かれた。この都市プランは現代

まで続く名古屋の骨格であり、名古屋城は名古屋の都市形

成のきっかけとなった城跡である。

■構成要素の分類
特別史跡名古屋城跡の「（Ⅰ）本質的価

値を構成する諸要素」については、「近世に

形成された諸要素」と「補完する諸要素」に

分類する。「（Ⅱ）本質的価値の理解を促進

させる諸要素」は再建建造物、「（Ⅲ）歴史

的経緯を示す諸要素」は近代以降に形成さ

れた諸要素とし、その他は「（Ⅳ）その他の諸

要素」と位置づける。

また、城下町など周辺地域を構成する諸

要素を、「（Ⅴ）名古屋城に関連する諸要

素」と位置づける。
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御三家筆頭の尾張徳川家の
居城であった城跡

現存する遺構や詳細な史資料により、
築城期からの変遷をたどることができる城跡

現在の名古屋へと続く都市形成の
きっかけとなった城跡

○公儀普請によって築城された城郭
○近世城郭築城技術の完成期に築城された城郭
○徳川家康の意志を強く反映する城跡
○徳川幕府の対豊臣方への備えという当時の社会情勢
を示す城郭

○現存遺構から往時の縄張や近世城郭の完成期の姿を
知ることができる城跡

○現存する豊富で詳細な史資料等によって往時の姿を
知ることができる城跡

○管理者が変わる中で各時代に応じた保存・記録と活用
がなされてきた城跡

○近世における改修・改変を詳細に知ることができる城跡

○現代の名古屋の都市形成のはじまりとなった
名古屋城築城

本質的価値イメージ図

構成要素の分類



■地区区分の設定
特別史跡名古屋城跡は、一部の堀や虎口など失われた部分はあるが、往時の縄張を比較的よくそのまま残し

ている。武家屋敷が建ち並んでいた三之丸内（特別史跡指定地外）は官庁街となっているが、碁盤目状の町割

は現在もその形状を残している。

既往の整備計画などでは、往時の縄張を形成していた各曲輪で、歴史的経緯に基づいた保存、活用、整備方

針などを定めているため、本計画においても各曲輪において地区区分を行うものとした。

現在は西之丸と一体空間となっているが、かつて西之丸と堀を隔てていた大手馬出跡は、本丸の一部であっ

たため本丸に含めるものとした。

二之丸内については有料区域と無料区域（愛知県体育館所在地）があり、管理区分、保存管理状況も異なる

ため、2つに区分するものとした（二之丸(北)・二之丸(南)）。

5

地区区分



■各地区における諸要素の概要
（1）本丸

東南隅櫓（ 昭和初期）

東南隅櫓（ 現在）

旧二之丸東二之門
（ 現在）

旧二之丸東二之門（ 明治前期）
「 歩兵第六連隊絵葉書」 個人所蔵

本丸御殿（ 玄関・ 車寄外観）
（ 現在）

本丸御殿（ 玄関・ 車寄外観）
（ 昭和初期）

西南隅櫓（ 現在）

西南隅櫓（ 昭和初期）

天守閣（ 現在）天守（ 昭和初期）

本丸表二之門（ 現在）

本丸表二之門（ 昭和初期）
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（2）二之丸(北)

（3）二之丸(南)

南蛮練塀
（ 現在）

二之丸庭園（ 北御庭）
（ 現在）

南蛮練塀（ 幕末）
「 1144 迎涼閣之図」 （ 部分）
徳川林政史研究所所蔵

二之丸庭園（ 北御庭） (昭和初期）
引用： 重森三玲、 1 93 9年、

『 日本庭園史図鑑第5巻』 、有光社

二之丸大手二之門
（ 現在）

二之丸大手二之門（ 大正期）
引用： 第六史編集委員会、 1 96 8年、
『 歩兵第六聯隊歴史』 、歩六史刊行会

虎口（ 二之丸東門枡形）
引用： 『 金城温古録』

虎口（ 二之丸東門枡形跡）
（ 現在）

二之丸東
一之門

二之丸東
二之門

現在の写真
撮影方向
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（4）西之丸

名古屋城のカヤ
（ 現在）

名古屋城のカヤ
（ 昭和初期）

正門（ 榎多門）
（ 現在）

正門（ 榎多門）
（ 昭和初期）

（5）御深井丸

西北隅櫓（ 現在）西北隅櫓（ 昭和初期） 乃木倉庫（ 現在）乃木倉庫（ 昭和初期）
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（6）外堀（空堀）

（7）外堀（水堀）
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（8）三之丸外堀

（9）その他（旧本丸御殿障壁画、金具類、史資料 等）

虎口（ 巾下門枡形跡） 虎口（ 本町門枡形跡）

重要文化財 旧本丸御殿障壁画 竹林豹虎図（ 襖絵、玄関一之間東側）

重要文化財 旧本丸御殿障壁画 帝鑑図〔 明弁詐書〕 （ 襖絵、上洛殿一之間北側） 旧本丸御殿 釘隠（ 焼損金具）

旧本丸御殿 欄間彫刻破片

虎口（ 本町門枡形）
引用： 『 金城温古録』

現在の写真
撮影方向

本町門

現在の写真
撮影方向

巾下門

虎口（ 巾下門枡形）
引用： 『 金城温古録』

10



近世城郭の姿を現代に伝える特別史跡名古屋城跡の
価値の確実な継承と魅力の最大限の向上により、
世界に誇れる日本一の近世城郭を目指す

名古屋城の歴史的価値を後世へ確実に継承していくため、

特別史跡全体の保存管理を厳格に行う。

往時の姿と歴史的価値を正確にわかりやすく伝えるとともに、

名古屋城の魅力を向上させる。

本質的価値を構成する遺構等の保存に影響を及ぼさないことを大前提とし、

保存のための整備・活用のための整備を計画的に行う。

特別史跡名古屋城跡の保存・活用を推進するため、調査研究体制を強化するとともに

多様な主体と連携した効率的で効果的な運営・体制の構築を目指す。

特別史跡名古屋城跡は、近世城郭築城技術の完成期に公儀普請によって築城された名古屋城の姿を現代に

伝えている。陸軍期、離宮期など管理者が代わるなかでも、各時代に応じた保存がされてきたことにより、現存す

る遺構から往時の姿を見ることができる歴史的価値の高い城跡である。また、それら遺構や現存する豊富な史資

料等によって、近世における改修・改変まで詳細に知ることができ、築城にあたって行われた清須越によって現在

の名古屋の都市形成のはじまりとなった城郭である。

また、大天守の延床面積は史上最大を誇り、本丸御殿は近世城郭御殿の最高傑作と言われており、史跡指定

説明文では近世城郭の代表的なものとされている。

このように特別史跡名古屋城跡は、さまざまな歴史的価値が重層する貴重な城跡であり、近世城郭の代表であ

る名古屋城の姿を現代に伝えていることから、保存・活用によりその価値と魅力を最大限に高め、国内そして世界

に誇れる日本一の近世城郭を目指す。

■特別史跡名古屋城跡の目標

■基本方針
特別史跡名古屋城跡の目標を実現するために、本計画における基本方針を以下に定める。

保存

活用

整備

運営

体制

11

調査研究成果に基づいた特別史跡名古屋城跡の適切な保存・活用のため、

名古屋城の歴史や構造等の継続的な調査研究を行う。

調査

研究



名古屋城の歴史的価値を後世へ確実に継承していくため、

特別史跡全体の保存管理を厳格に行う。

■保存

○本計画の保存管理方法に従い、現存遺構等の適切かつ厳格な保存管理を行う
本計画で定める現存遺構等をはじめとした特別史跡名古屋城跡を構成する諸要素についての保存管理方法に従い、

適切かつ厳格な保存管理を行う。

○本計画の植栽管理方針に従い、城跡としての風致を維持・向上させる植栽管理を行う
本計画で定める植栽管理方針に従い、遺構の保存や城郭としての歴史的景観の向上、来場者の安全確保等、城

跡としての風致を維持する植栽管理を行う。

○本計画の現状変更等の取扱方針・基準に従い、本質的価値を著しく損なうことなく保存・活用事業を進める
本計画で定める特別史跡指定地全体としての現状変更等の取扱方針・基準に従い、特別史跡名古屋城跡の本質

的価値を損なうことなく各地区の特性を踏まえた保存・活用事業を円滑に進める。

○周辺地域の歴史的な環境保全や名古屋城を中心とした景観形成を行い、地域一体として歴史的価値を高
める

名古屋城の遺構等が残されている周辺地域の環境保全や、名古屋城を中心とした景観形成により、名古屋城のみ

でなく地域一体としての歴史的価値を高める。

○特別史跡指定地外の現存遺構等を適切に保存するために、特別史跡追加指定等に向けた取組みを推進す
る

特別史跡指定地外の現存遺構等を適切に保存するために、二之丸等の特別史跡未告示区域の解消や三之丸の

門跡等の未指定区域の追加指定に向けた取組みを推進する。

○特別史跡指定地内の一体的な保存ができるよう、民有地公有化の必要性を検討する
特別史跡指定地内の保存を一体的なものとするため、現在ある民有地について指定地としての取扱いを整理し、そ

の上で公有化の必要性を検討する。

基本

方針
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往時の姿と歴史的価値を正確にわかりやすく伝えるとともに、

名古屋城の魅力を向上させる。

○適切な範囲・方法で公開し、往時の名古屋城の姿を正確に伝える
・かつての名古屋城の広大な全体像を伝えられるよう、有料区域の範囲設定の見直し等や無料区域を含めた特別

史跡名古屋城跡全体としての公開環境整備を検討する。

・往時の名古屋城の姿を現在に伝える現存遺構の公開を積極的に行うために、適切な維持管理による石垣・土塁・

堀等への眺望確保・顕在化、建造物遺構等の内部公開期間の拡大や観覧環境の充実を図る。

・往時の名古屋城の姿を実感させるとともに特別史跡名古屋城跡の本質的価値の理解を促進させるため、失われた

石垣・土塁・堀・建造物等の復元整備の可能性を検討する。

○展示施設など諸施設を充実させ、名古屋城の歴史や価値等をわかりやすく伝える
・展示施設では名古屋城の歴史や価値を伝えるため、様々 な展示手法を用いて展示内容を充実させる。

・説明板については、広大な名古屋城の全体像を伝えるため特別史跡全体を表示した説明板を設置するとともに、

かつての遺構等の存在や形態を伝えるために失われた遺構等への説明板の設置と解説内容の充実を図る。

・城内の諸施設は遺構等の保存に影響を及ぼさない範囲で主要なものの移動円滑化を図るとともに、特別史跡として

の歴史的景観を損なわない意匠、形態、色彩等にする。

○企画・イベントを充実させ、名古屋城への理解を深めるとともに名古屋城の魅力向上を図る
・来場者の遺構への理解をより深められるよう整備現場見学会における体験型の企画や、石垣や堀等の遺構を活用

した企画・イベントの開催を検討する。

・名古屋城の魅力を向上し新たな入場者の誘致を図るため、多岐の分野にわたる様々 なイベントを継続するとともに、

新たな分野のイベントの開催を検討する。

○情報発信の方法と内容を充実させ、名古屋城の普及・周知を図る
・名古屋城の価値と魅力の普及・周知を図るために、本質的価値等の名古屋城の特徴や調査研究成果、観覧時の

名古屋城の見どころ等の内容を充実させた情報発信を行う。

・広域的な地域・幅広い世代への名古屋城の普及・周知を図るために、多様な手法や媒体を活用した情報発信方

法を検討する。

○周辺の歴史的関連資産等との連携を図り、広域的に名古屋城の歴史を伝える
・名古屋城に関連する歴史観光の回遊性の向上を図り、広域的に名古屋城の歴史を伝えるために、「文化のみち」な

ど名古屋城の周辺地域に点在する歴史資産等との連携を強化するとともに、堀川や四間道地区など名古屋城と歴

史的関連の深い歴史資産との連携を図る。

■活用

基本

方針
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本質的価値を構成する遺構等の保存に影響を及ぼさないことを大前提とし、

保存のための整備・活用のための整備を計画的に行う。

◆名古屋城の歴史的価値を後世へ確実に継承する「保存のための整備」を行う

○現存遺構等の適切な修復整備により、往時の名古屋城の姿を伝える遺構等を後世へ継承する
・本計画で定める保存管理方法に基づき、石垣、堀、土塁、庭園や建造物などの本質的価値を構成する諸要素及

び再建建造物である本質的価値の理解を促進させる諸要素を適切に保存するとともに、劣化、破損状況に応じて、

発掘調査や史資料調査等の成果に基づいた修復整備を行う。

○適切な植栽整備により、城跡にふさわしい風致を整える
・本計画で定める植栽管理方針に基づき、遺構の保存に影響を与える植栽や遺構の顕在化や眺望を妨げる植栽、

来場者への危険性が懸念される植栽等の適切な整備を行い、城跡にふさわしい風致を整える。

◆名古屋城の歴史的価値や魅力をわかりやすく伝え、さらなる魅力を高める「活用のための整備」を行う

○失われた石垣・土塁・堀・建造物等の復元整備等により、往時の名古屋城の姿の理解を促進させる
・失われた石垣・土塁・堀建造物等については、来場者が往時の名古屋城の姿を実感し理解を深めることができるよう

な整備を行う。

・「金城温古録」等の文献や絵図に加えて「昭和実測図」や「ガラス乾板写真」に詳細に記録されており、史実に忠実

な復元整備ができる可能性が高いものについては、発掘調査や史資料調査等を行い、復元整備等を検討する。

・「金城温古録」等の史資料があるものの「昭和実測図」や「ガラス乾板写真」には記録されていないものについては発

掘調査や史資料調査など今後の調査研究の成果等を踏まえ、復元整備等を検討する。

○展示施設・説明板の整備により、名古屋城の歴史や価値をわかりやすく伝える
・整備中の展示収蔵施設も含めた今後の展示施設等のあり方について検討を行う。

・来場者の遺構等への理解を深めるため、説明板はわかりやすく見やすい解説内容を考慮した上で整備を行う。

○便益施設等や園路・安全柵等の施設の整備により、快適性と安全性を踏まえた観覧環境を整える
・ 便益・ 休憩・ 管理施設は必要最低限の設置とし、特別史跡の保存・ 活用の観点及び観光地としての魅力向

上の観点、また日常的な管理運営の観点から、施設の必要性や今後のあり方について検討を行う。

・来場者の移動を円滑にするため、案内板は全体の配置計画を定めた上で整備を行う。

・歴史的景観を損なわない意匠、形態、色彩等の方針を定めた上で整備を行う。

・来場者の安全確保のため、経年劣化により機能性を損ねているものは、計画的・段階的に改修整備や更新を行う。

■整備

基本

方針
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特別史跡名古屋城跡の保存・活用を推進するため、調査研究体制を強化するとともに

多様な主体と連携した効率的で効果的な運営・体制の構築を目指す。

○名古屋城総合事務所の調査研究体制を強化し、計画的・継続的な名古屋城の調査研究を進める
発掘調査や史資料調査等の十分な調査研究成果に基づき特別史跡名古屋城跡の保存・活用を進め、その調査研

究成果を広く情報発信するために、各分野の専門知識を持つ職員を確保し、専門的・総合的に調査研究を行える体

制を構築する。

また、大学や研究機関等との連携を視野に入れ、将来にわたり計画的・継続的に調査研究が進められるよう努める。

○管理主体間や庁内関係部署間の連携を強化し、特別史跡名古屋城跡の保存・活用を円滑に進める
特別史跡指定地全体を一体的に保存・活用していくために、植栽等の維持管理状態など管理区域による差が生じ

ないよう、管理主体間での定期的な協議を行うなど相互の連携を強化する。

また、文化財保護だけでなく、観光、公園緑地、都市計画、景観、防災など多分野の知識が必要であることから、

保存・活用を円滑に進められるよう各分野の庁内関係部署と積極的に情報共有し連携を強化する。

○有識者で構成する検討会議を継続し、特別史跡名古屋城跡の保存・活用を適切に進める
特別史跡名古屋城跡の保存・活用を適切に行っていくために、有識者で構成する全体整備検討会議を今後も継続

して開催し、建造物・石垣・庭園・天守閣等について専門的見地から指導・助言を受けながら保存・活用の検討を進め

る。

○多様な主体と協働し、特別史跡名古屋城跡の保存・活用の幅を広げる
多岐に渡る特別史跡名古屋城跡の保存・活用の幅を広げるため、市民・ボランティア・NPO法人・地域活動団体・企

業等の多様な主体の力を活用する。また、名古屋城を身近なものとして市民等が愛着を持つことで後世への継承につ

なげられるよう、多様な主体と協働しながら特別史跡名古屋城跡の保存・活用を行う。

○防災体制の検討と防犯体制の強化により、文化財保護や来場者の安全確保に努める
防災体制については、既定の「名古屋城消防計画」に基づき、災害時の自衛消防組織の編成を継続するとともに、よ

り実践的な防災対策の実施に見合う体制を検討する。

防犯体制については、今後も有料区域の警備体制を継続するとともに、無料区域の警備体制については強化を図り

つつ、重要文化財である二之丸大手二之門の警備体制等の見直しを検討し、特別史跡指定地全体として文化財保護

や来場者の安全確保に努める。

○さらなる魅力向上を図るために、効率的な運営・体制を検討する
運営・体制の効率化と名古屋城のより一層の魅力の向上を図るために、民間活力をさらに導入することが効果的と

考えられる。今後、様々 な民間活力の導入手法の効果や課題等を総合的に検証し、特別史跡名古屋城跡の運営・

体制として望ましいあり方を検討する。

■運営・体制

基本

方針
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■全体整備の考え方
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（1）本丸の整備の考え方

戦災等により失われた建造物で、復元整備が可能なものは順次復元整備を行い、天守・御殿・櫓・門で構成さ

れた往時の姿を実感できる場とする。

17

・天守閣の整備

外観だけではなく内部空間を含めてより真実性の高い復元を行うことにより、特別史跡名古屋城跡の本質的価

値の理解をさらに促進させるため、今後、現天守閣の価値を超える木造復元の意義を丁寧に説明することを前提

として、整備方針は木造復元とし、検討を進める。

・東北隅櫓の復元整備

天守と他の2つの櫓と合わせ、本丸の四隅を構成していた重要な櫓であったことから、厳重であった本丸の防備

をより実感させるため、復元整備を検討する。

・本丸表一之門、本丸東一之門・二之門の復元整備

本丸の大手と搦手の枡形を構成していた重要な門であったことから、名古屋城の特徴である厳重な枡形門の構

造とその機能について理解を深められるよう、復元整備を検討する。

・本丸多聞櫓の復元整備等

本丸の四隅の隅櫓等をつないでいた重要な櫓であったことから、城郭の歴史的景観形成に寄与し城跡の理解

を深められるよう、復元整備など特別史跡にふさわしい整備を検討する。



（2）二之丸の整備の考え方

愛知県体育館の特別史跡指定地外への移転を見据え、北（有料区域）及び南（無料区域）にとらわれず、二之

丸庭園の保存整備を中心とし、広がりのある空間を活かしながら名勝及び特別史跡にふさわしい整備を行う。

＜二之丸庭園＞

二之丸庭園の保存整備を中心とし、時代とともに育んできた庭園文化を伝える場とする。

＜二之丸御殿跡・向（むこう）屋敷跡＞

愛知県体育館の移転を見据え、二之丸御殿・向屋敷の復元整備や地下遺構の表示など特別史跡にふさわし

い整備を行い、往時の空間を偲ぶことができる場とする。

整備にあたっては、有料区域の範囲設定の見直し（二之丸を南北に分断する土塁・フェンス等、東門券売場の

移設等を含む）、金シャチ横丁整備地も踏まえた動線の計画（二之丸東門枡形跡付近の歩道幅員狭小部の改

修を含む）など、総合的に検討を行う。

二之丸広場については、通常時の憩いの広場及びイベント開催時の交流の広場という現状の役割を当面は維持

し必要な空間を確保するが、今後、二之丸全体の整備を検討する中で役割を再検討する。
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（3）西之丸の整備の考え方

名古屋城の主要な玄関口としてインフォメーション機能を充実させるとともに、文化財の適切な保存と積極的な

公開を行うために展示収蔵施設の整備を行う。

＜東部＞

インフォメーション機能を充実し、列植されたサクラ類の保護育成を行い、名古屋城の正面玄関として来場者を

もてなす場とする。

＜西部＞

日常的な維持管理や施設運営の機能を担う名古屋城の管理運営の場としつつ、施設の設置は必要最低限とし、

中長期的には特別史跡の保存・活用の観点から、施設の必要性や今後のあり方を検討する。

＜北部＞

重要文化財等を保存・公開する展示収蔵施設を整備し、文化財の保存・公開の場とする。
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（4）御深井丸の整備の考え方

緑豊かな空間や歴史的景観の眺望を保全するとともに、茶席・茶庭の閑静な雰囲気を堪能できるような整備を

行う。

＜西部＞

西北隅櫓及び乃木倉庫を適切に保存し、植栽等の周辺環境を城郭にふさわしく整え、緑豊かな散策の場とする。

＜茶席群＞

茶席・茶庭の修復整備等や郷土文化等を伝える御深井丸展示館における展示を広く周知し、文化を学び、体

験できる場とする。

＜塩蔵構＞

良好な眺望景観が望めるよう視点場の整備を行い、城内及び城外への歴史的景観の眺望を楽しめる場とする。
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（ 1） 天守閣・本丸御殿の整備等による往時の名古屋城本丸を実感させる場の創出
天守閣及び本丸御殿の整備により名古屋のシンボルを再現し、往時の名古屋城本丸を実感させる場を創出する。さ
らに、「昭和実測図」や「ガラス乾板写真」に詳細に記録されている東北隅櫓及び本丸表一之門、本丸東一之門・二之
門の復元整備の検討を進め、続いてそれらをつなぐ本丸多聞櫓の復元整備等について検討を行う。復元整備のみでな
く、劣化等がみられる本丸表二之門及び東南隅櫓については、往時の本丸の姿を維持できるよう、修復計画を策定した
上で修復整備を実施する。また、現在整備中である展示収蔵施設の整備を進め、重要文化財旧本丸御殿障壁画等を
安全かつ適切に収蔵し積極的に公開することにより、復元が進む本丸御殿と併せて、かけがえのない文化財の宝庫であ
る名古屋城の魅力を高める。

（ 2） 二之丸全体の整備等による往時の名古屋城の全体像の再生
二之丸庭園について保存整備を着実に進めるとともに余芳の復原整備の検討を行う。また、愛知県体育館の移転を
見据え、特別史跡未告示区域の解消に取り組むとともに、二之丸御殿・向屋敷の復元整備等をはじめとした二之丸全
体の整備を検討し、往時の名古屋城の全体像を再生する。

（ 3） 名古屋城の歴史を物語る広大な石垣の調査・修復整備
名古屋城の石垣は城全体での総延長は約8.2kmと広大であり、高さは天守台石垣で最大約20.0mに及ぶ。公儀普
請により築かれており、石材の種類や多くの刻印等からもそれをうかがい知ることができる。また、当時の石垣構築技術
が観察できるとともに、その後の被災やそれに伴う修復整備等の痕跡など名古屋城の長い歴史が写し出されている。こ
のような名古屋城の歴史を物語る広大な石垣について、調査研究を推進するとともに、現況調査を踏まえた石垣カルテ
を作成し、それに基づいて石垣の保全方針及び修理・修復計画・方法を定め、来場者の安全性の確保が急がれる部分
や崩落等の危険性の高い部分から順次修復整備を行う。

（ 4） 名古屋城総合事務所の調査研究体制強化
上記の重点的な取組みを着実に進めるためには、名古屋城総合事務所の調査研究体制の強化が不可欠である。各

分野の専門知識を持つ職員を確保し、専門的・総合的に調査研究を行える体制を構築し、発掘調査や史資料調査等
の十分な調査研究成果に基づき特別史跡名古屋城跡の保存・活用を進める。

（ 1） 城跡にふさわしい環境づくりによる名古屋城の魅力の向上
城跡にふさわしい植栽管理や天守閣等への視点場の整備により、天守閣や本丸御殿等の建造物や二之丸庭園、石
垣等の眺望景観を向上させ、名古屋城の魅力を高める。また、名古屋城の価値や魅力をよりわかりやすく伝えるために、
説明板の新設や表示内容を充実させる。

（ 2） 実施中の保存事業・活用事業の継続と充実による特別史跡名古屋城跡の後世への継承
建造物等の計画的な維持・整備により、特別史跡名古屋城跡を後世に確実に継承する。また、周辺の歴史的関連
資産等を含めた企画・イベントや情報発信の充実により、名古屋城の価値や魅力を幅広く積極的に伝える。

○重点的な取組み

○強化継続していく事業

■今後の取組みの方向性
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※事業展開として示す1期～3期は各事業の道筋・期間を示しており、各期間は概ね10年程度である。

取組み 事業内容

余芳の復原整備

二之丸の櫓の復元整備等

二之丸全体の整備等による往
時の名古屋城の全体像の再生

重点的な
取組み

3期

天守閣の整備

東北隅櫓等の復元整備

本丸多聞櫓の復元整備等

本丸御殿の復元整備

本丸表二之門等の修復整備

展示収蔵施設の整備

二之丸庭園の保存整備

二之丸御殿、向屋敷の復元整備等

二之丸大手門・東門の復元整備等

天守閣・本丸御殿の整備等によ
る往時の名古屋城本丸を実感
させる場の創出

名古屋城の歴史を物語る広大な石垣の調査・修復整備

名古屋城総合事務所の調査研究体制強化

1期 2期

調査研究、整備

整備

調査研究、整備

調査研究、整備

調査研究、整備

旧名勝指定範囲の調査研究、整備

調査研究、整備等

名勝指定範囲全体の調査研究、整備

調査研究、整備

石垣カルテの作成

石垣保全方針の作成

調査研究、整備

調査研究体制強化

愛知県体育館移転

特別史跡未告示区域の解消

調査研究、整備等

石垣カルテの追加・更新

石垣保全方針の追加・更新
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金シャチ横丁第二期整備博物館ゾーン整備基本構想検討懇談会 

開催要綱 

 

（名称） 

第 1条 本検討会議は、金シャチ横丁第二期整備博物館ゾーン整備基本構想検討懇談

会（以下「懇談会」という。）と称する。 

 

 （役割） 

第 2条 懇談会では、次の各号に掲げる事項について意見聴取する。 

(1)  金シャチ横丁第二期整備のうち、博物館ゾーンの整備に関すること。 

(2) その他、基本構想策定に関連し必要と認めること。 

 

（構成） 

第 3条 懇談会は、博物館及び観光等に見識がある学識経験者、専門家等のうちから

名古屋市長（以下、「市長」という。）が指名する者によって構成する。 

2 市長は、必要があると認められるときは、第1項に規定する者以外の関係者の出

席を求めることができる。 

 

（会議） 

第 4条 懇談会は、市長がこれを招集する。 

 

（会議の公開） 

第 5条 懇談会は原則として公開する。ただし、第三者の権利や利益、公共の利害

を害するおそれがあるなど公開に支障があると本市が判断した場合には、会議を非

公開とすることができる。 

2 懇談会の傍聴に係る手続き及び傍聴する者が遵守すべき事項については、別に定

める。 

 

（現場視察） 

第 6条 市長は、会議の検討事項について、現場視察を開催することができる。 

 

（ワーキンググループ） 

第 7条 市長は、ワーキンググループを開催し、懇談会の検討事項のうち特定の事項

の整理、情報交換等を行わせることができる。 

 

（謝金） 

第 8条 第4条、第6条及び第7条により会議等に出席した者は、会議等への出席に係

る謝金及び旅費を支給することができる。 

2 謝金の額は、1回につき12,600円とし、旅費の額は、名古屋市旅費条例（昭和25



年名古屋市条例第32号）の規定を適用して算出する。ただし、行政機関の職員であ

る者及び受け取りを辞退した者には支給しない。 

 

（事務） 

第 9条 懇談会の事務は、観光文化交流局名古屋城総合事務所が処理する。 

 

（その他） 

第10条 この要綱に定めるもののほか、懇談会の運営に関し必要な事項は、名古屋城

総合事務所長が定める。 

 

 附 則 

この要綱は、令和 4年 3月17日から施行する。 

 

 



金シャチ横丁第二期整備博物館ゾーン整備基本構想検討懇談会傍聴要綱 

 

（目的） 

第 1 条 この要綱は、金シャチ横丁第二期整備博物館ゾーン整備基本構想検討懇談

会（以下「懇談会」という。）開催要綱第 5条に基づき、会議の傍聴に係る手続、

遵守事項その他必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（傍聴者の区分及び定員） 

第 2条 傍聴席は、これを一般席及び記者席に分ける。 

2 前項の一般席の定員は、10名とする。 

3 前項の規定に関わらず、名古屋城総合事務所長は会議場の規模等を勘案して傍聴

人の定員を定めることができる。 

 

（傍聴の手続） 

第 3条 一般席における傍聴を希望する者は、あらかじめ公表した方法により、傍聴

の申出をしなければならない。 

2 前項において、前条第 2項に定める定員を超える傍聴の申出があったときは、申

出のあった順に傍聴者を決定するものとする。 

3 一般席における傍聴者には、一般傍聴証を交付する。 

4 記者には、記者傍聴証を交付する。 

 

（傍聴証の着用） 

第 4 条 傍聴者は、会議場に入る際に傍聴証を見やすい箇所に着用しなければなら

ない。 

 

（傍聴証の返却） 

第 5条 傍聴者は、傍聴を終え退場しようとするときは、傍聴証を返却しなければな

らない。 

 

（会議場に入ることができない者） 

第 6条 ポスター、ビラ、拡声器の類を持っている者のほか、議事を妨害し、又は人

に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者は、会議場に入ることができない。 

 

（傍聴者の守るべき事項） 

第 7条 傍聴者は、静粛を旨とし、次の事項を遵守しなければならない。 

(1) 会議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しない

こと。 

(2) 私語、騒ぎ立てること、みだりに席を離れること又は他人の迷惑となる行為をし

ないこと。 

(3) 携帯電話、ポケットベルその他音を発生する機器の電源を切ること。 



(4) その他会議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となる行為をしないこと。 

 

（写真、ビデオ等の撮影及び録音の禁止） 

第 8条 傍聴者は、会議場において写真、ビデオ等を撮影し、又は録音等をしてはな

らない。ただし、名古屋城総合事務所長が許可した場合は、この限りでない。 

 

（傍聴者の退場） 

第 9 条 傍聴者は、懇談会が傍聴を認めない議題に関する意見聴取等を行おうとす

るときは、直ちに会議場から退場しなければならない。 

 

（傍聴者への指示） 

第 10条 傍聴者は名古屋城総合事務所長の指示に従わなければならない。 

 

（違反に対する措置） 

第 11 条 傍聴者がこの要綱の規定に違反したときは、名古屋城総合事務所長は、傍

聴者に対して必要な措置を命ずることができる。 

2 傍聴者が前項の規定による命令又は前条の指示に従わないときは、その者に対し

て会議場からの退場を命ずることができる。 

 

（周知） 

第 12 条 名古屋城総合事務所長は、傍聴を希望する者及び傍聴者に対し、この要綱

の周知を図らなければならない。 

 

（委任） 

第 13 条 この要綱に定めるもののほか、会議の傍聴に関し必要な事項は、名古屋城

総合事務所長が決定するものとする。 

 

附 則 

この要綱は、令和 4年 3月 17日から施行する。 

 


